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事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ａ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 9:00:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

そのような事実はない。 

積算ソフトも導入しておりわざわざ聞く必要も相談

する必要もない。 

落札しようという意思があまりなく、高めの金額を入

れたのは事実。 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

自社で積算ソフトを導入しており、他に頼むことはな

い。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｂ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 3:00:00 PM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

こちらとしてそのようなことはなかったと認識して

いる。 

本人らの言う事はよく分からない。 

 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

自社で積算ソフトを保有している。 

質疑として役場窓口へ行くこともあるが、質疑書とし

て提出を求められるのでそのようにしている。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｃ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 9:30:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

そのようなことはない。 

すでに解散したが工業会でもそのような話し合いが

行われることもなかった。 

当社としては数年前から入札に参加しているが、他業

者からそのようなことを言われることもなかった。 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

自社でソフトを持っている。 

予定価格と乖離することもあるが、こちらの積算が誤

っているのか、役場側の誤りなのかまでは分からな

い。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｄ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 9:45:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

談合はしていない。 

この工事については、自社施工は難しいと考えていた

し、初めから辞退も考えていた。特に落札したい気持

ちもなかった。 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

積算は、他の業者に見積を依頼している。 

当然ながら、この入札に参加するような町内の業者で

はなく、日頃付き合いのある他の業者である。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｅ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 10:00:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

少なくとも自分のところにそのような話はなかった。 

他の業者のことまでは分からない。 

見積についてはそこそこのレベルで積算できるので

わざわざ聞く必要がない。 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

自社でシステムを保有している。100万円くらいした。

毎年データ更新などもあり必要な投資と考えている。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｆ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 10:15:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

ここ数年は多くの工事で辞退させてもらっている。 

どちらかといえば民間工事に軸足を移しており、今回

の入札についても指名通知をもらった段階で辞退す

る旨伝えたところ。仕様書も不要であると受け取らな

かった。 

そのような話に関わる必要もないし、あったかどうか

も分からないが、自身は関わっていない。 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

－ 

参加する場合は自社で積算できるソフトがある。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｇ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 10:30:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

指名通知をもらった時点で他の現場を抱えており参

加できないと判断し、辞退したところ。 

言われるような事実は自分の知る限りではないと言

える。 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

－ 

自社で積算ソフトを持っている。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｈ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 10:45:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

業者内で話し合うことはない。 

自分が積算したものについて、これが正しいのかわか

らず、雰囲気として行政に聞いたことはある。答えは

返ってこなかったが。 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

自社でソフトを持っている。 

経費部分だけはよくわからない。 



事情聴取書 

 

工事名 令和２年度（建工）第２４号 霜ケ原高橋補修工事 

 

事業者Ｉ 

 

事情聴取者   企画課長、企画課係長 

日時  令和３年１２月１５日 11:00:00 AM 

場所  多賀町役場２階大会議室 

 

質問 聴取内容 

１．工事の入札に当たり、昨日の

裁判において検察から「談合は

常態化していた」との指摘があ

り、両被告とも争う姿勢はなか

った。検察の言うような事実は

ありますか 

 

 

 

２．本件工事について、他社の人

と何らかの打合せ、話し合いを

したことはありますか。 

 

３．あったとすれば、どのような

内容のものでしたか。 

 

４．本件工事の参加にあたって、

積算は社内で行っていますか？ 

（参加業者のみ） 

そのような事実はない。警察から事情聴取も受けた

し、当社には警察も捜査にやってきた。 

工業会や水道組合をつくったのは自分であり、自分が

取り仕切っていると疑われたのかもしれないが、会・

組合の目的は災害や除雪、漏水など急を要する対応に

あたって行政側とスムーズなやり取りを行うための

ものだった。決して談合を行うためのモノではなく、

事業者として守るべきラインは守っていた。 

 

上記より該当なし 

 

 

 

上記より該当なし 

 

 

－ 

外注している。比較的遠方の業者であり、多賀町の入

札に参加するようなところではない。 

 

 


